
14

■
日　
　

時

　

９
月
19
日
（
土
）

　

受
付
開
始　

午
前
８
時
30
分
〜

　

競
技
開
始　

午
前
９
時
30
分
〜

※
荒
天
時
の
順
延　

９
月
20
日（
日
）

■
場　
　

所

　

小
平
町
国
際
パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
場

■
競
技
方
法

・
36
ホ
ー
ル
ズ
ス
ト
ロ
ー
ク
プ
レ
ー

と
し
ま
す
。

・
女
性
及
び
70
歳
以
上
の
男
性
に
は

ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
２
、
70
歳
以

上
の
女
性
に
は
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ

プ
３
を
与
え
ま
す
。

・
競
技
規
則
は
国
際
パ
ー
ク
ゴ
ル
フ

協
会
公
認
ル
ー
ル
及
び
小
平
町

国
際
パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
場
ロ
ー
カ
ル

ル
ー
ル
を
適
用
し
ま
す
。

■
参
加
条
件　

小
平
町
民

■
参 

加 

料　

一
人　

千
円

■
申
込
期
日

　

９
月
13
日
（
日
）
ま
で
に
申
込
用

紙
に
参
加
料
を
添
え
て
事
務
局

に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

※
申
込
用
紙
は
事
務
局（
消
防
小
平
・

鬼
鹿
支
署
）
及
び
各
役
場
支
所
、

パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
場
に
あ
り
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

留
萌
消
防
組
合
消
防
署

　

小
平
支
署　

☎
56
‐
２
２
２
１

　

鬼
鹿
支
署　

☎
57
‐
１
２
５
３

第
14
回
「
火
の
用
心
杯
」
パ
ー

ク
ゴ
ル
フ
大
会
参
加
者
募
集
!!

　

近
年
、
急
激
な
勢
い
で
子
供
の

近
視
が
増
え
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

子
供
の
近
視
は
大
人
の
近
視
と
違

い
、
一
時
的
な
調
節
麻
痺
や
緊
張
性

の
い
わ
ゆ
る
「
仮
性
近
視
」
の
場
合

が
あ
り
、
早
め
に
治
療
す
る
こ
と
で

視
力
が
回
復
す
る
可
能
性
が
あ
り

ま
す
。
近
視
に
な
っ
た
か
ら
と
い
っ

て
、
す
ぐ
に
眼
鏡
を
か
け
る
の
で
は

な
く
、
一
時
的
な
も
の
な
の
か
を
検

査
す
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

◎
診
療
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

小
平
診
療
所　

☎
56
‐
２
８
２
１

　

小
平
診
療
所
か
ら
の

　
　
　
　
　
　
　

お
知
ら
せ

　

町
内
の
業
者
に
よ
っ
て
住
宅
の

改
修
工
事
を
行
っ
た
町
民
に
対
し

助
成
金
を
交
付
し
ま
す
。（
助
成
限

度
額
30
万
円
）

　

こ
の
助
成
金
制
度
は
、
平
成
24

年
３
月
31
日
を
も
っ
て
終
了
し
ま

す
。

　

詳
細
に
つ
い
て
は
、
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

役
場
生
活
環
境
課
管
理
係

内
線
２
４
２
・
２
４
３

眼
科
診
療
を
始
め
ま
し
た

国民年金保険料免除制度について
　本人、世帯主、配偶者の前年所得がそれぞれ一定額以下または失業などにで収入が少なく国民年金保険料の納付
が困難な方が申請することによって、保険料が全額免除または一部納付（免除）となる制度です。
●免除の対象となる所得のめやす、承認された場合の納付額

　

小
平
町
住
環
境
整
備
費

助
成
金
制
度
に
つ
い
て　

所得のめやす
保険料額
（月額）

（注）年金額への
　　 反映割合

単身世帯
２人世帯
（夫婦のみ）

４人世帯
（夫婦・子2人） ～21.3 21.4～

全額免除 57万円 92万円 162万円 納付なし 1/3 1/2

4分の1納付
（4分の3免除）

93万円 142万円 230万円 3,670円 1/2 5/8

半額納付
（半額免除）

141万円 195万円 282万円 7,330円 2/3 6/8

4分の3納付
（4分の1免除）

189万円 247万円 335万円 11,000円 5/6 7/8

※２人世帯、４人世帯は、夫妻のどちらかにのみ所得がある 
　世帯、４人世帯の子供は16歳未満の場合のめやすです。
※社会保険料控除等がある方については、めやすが異なる
　場合があります。
※一部納付のめやすは、社会保険料等を一定額納付してい
　ると仮定しています。
※一部納付制度は納付すべき一部の保険料を納付されない
　場合、将来の年金額に反映されず、また死亡や障害とい
　った不慮の事態が生じた場合に、年金を受け取ることが
　できなくなることがあります。
(注) 法律改正により国民年金の国庫負担割合が、1/3から　
　　1/2へ引き上げになりました。

●次年度以降の手続きが簡素化されます
　保険料全額免除が承認された方が、申請時に翌年度以降も申請を行うことをあらかじめ希望された場合は、翌年度
以降は、あらためて申請を行わなくても、継続して申請があったものとして自動的に審査を行います。ただし、所得審
査のため、所得の申告等をしている必要があります。
※失業等を理由とした全額免除申請、若しくは一部納付申請の場合は、毎年の申請が必要となります。
◎申請手続き・問い合わせ先　　役場総務課住民係（内線211）


